
費⽤負担せずに
義肢等補装具の受給を

希望する場合

一旦費⽤負担する⽅法で
義肢等補装具の受給を

希望する場合

※１ 症状照会を実施する種目︓
眼鏡（コンタクトレンズに限る）、ストマ⽤装具、浣腸器付排便剤、重度障害者⽤意思伝達装置

※２ 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して３か月以内に厚⽣労働⼤臣に対して
審査請求ができます。ただし、決定があった日から１年を経過した場合は、審査請求はできません。

※３ 採型指導を実施する種目︓
義肢、筋電電動義手、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、姿勢保持装置、⾞椅⼦、電動⾞

椅⼦

内容の審査（調査）
申請者の診療担当医療機関に対し症状照会を実施※１労働局

申請者に「義肢等補装具購入・修理費⽤支給承認（不承認）決定通知書」を送付※２労働局

義肢等補装具業者に義肢等補装具の購入（修理）の注文を⾏う
義肢採型指導医で採型指導を実施※３申請者

義肢等補装具業者が、申請者に義肢等補装具を引き渡す業 者

費⽤請求書に必要事項
（受領委任の手続き等）を記入申請者

義肢等補装具業者に
費⽤請求書等を提出申請者

義肢等補装具業者が労働局に
費⽤請求書等を提出業 者

義肢等補装具業者に
費⽤を支払う労働局

義肢等補装具業者が申請者に
費⽤を請求業 者

義肢等補装具業者に
費⽤を支払う申請者

労働局に
費⽤請求書等を提出申請者

申請者に
費⽤を支払う労働局

「義肢等補装具購入・修理費⽤支給申請書」を労働局へ提出
（介助⽤リフターに関わる支給申請は「介護人等の状況報告書」を添付）申請者
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義肢等補装具の購入・修理費⽤支給の流れ
（筋電電動義手の購入を除く）
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